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第１３回 国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議

安全対策会議
国際海上コンテナの陸上運送に係る
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令和４年度の取組

① 連絡会議等
・令和４年８月１日 関東地方連絡会議
・令和５年３月３日（予定） 安全対策会議

② 各トラック協会 海上コンテナ部会 安全講習会
・ 全国７地域でマニュアル周知に関する講演を実施済み。
今後、２地域で実施予定。
実施済み：東京、神奈川、釧路、札幌、愛知、大阪・兵庫、福岡
実施予定：静岡、愛媛

③ 安全確保に係る調査
・ 荷主、運送事業者、運転者に対しガイドライン、マニュアルの
周知状況や安全対策の取組につき調査を実施。

④ 情報伝達に係る優良事例調査
・ 主に積付けの状況に関する情報につき、情報伝達方法が優良と
思われる事業者の調査を実施。

資料２でご報告済み
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出席者 議 題

議 事

日時：令和４年８月１日（金）１４：００～

場所：横浜第２合同庁舎

（関係団体）
東京商工会議所
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
一般社団法人東京港運協会
横浜港運協会
全日本港湾労働組合
全横浜港湾労働組合連合会
一般社団法人東京都トラック協会
東京港埠頭株式会社
横浜川崎国際港湾株式会社
川崎臨港倉庫埠頭株式会社

（行政）
東京都港湾局、横浜市港湾局
川崎市港湾局
経済産業省関東経済産業局
国土交通省自動車局
国土交通省関東地方整備局
国土交通省関東運輸局

（１） 国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議（第12回）
の概要について
① 国際海上コンテナの横転事故等の発生状況について
② 令和３年度の活動報告
③ 国際海上コンテナの陸上運送の安全確保に係る調査結果
④ ガイドライン等の活用事例及び情報伝達の優良事例調査結果

（２） 関東運輸局の取り組み
（３） 情報交換、連絡事項

〇重量の情報伝達は徹底されてきていると思うが、梱包の積付情報が未
だ不十分。情報伝達強化の取組が必要。

〇東京都内で発生した横転事故について、事故原因の更なる深堀を実施
する必要がある。海外荷主の固縛の状況がいつも分からない。荷主に
対して、どのような対策をされるか確認したい。また、運転者による目視
チェックは実施されていたのか。されていたとすると、正しく判断されて
いたかという観点で不十分である。

〇アンケート結果では、運送事業者は風下になる。情報伝達については、
風上から風下まで情報が伝わるように進めて頂きたい。

① 第８回 国際海上コンテナの陸上運送の安全確保のための関東地方連絡会議
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② 各トラック協会 海上コンテナ部会 安全講習会

全日本トラック協会から勉強会の開催について依頼があり、主にマニュアル、ガイドラインの周知を実施。

10月21日 東京都トラック協会 10月27日 北海道トラック協会（釧路） ２月３日 福岡県トラック協会

周知内容

ガイドライン、マニュアルの詳細及び地域ごとの取扱い品目に応じた注意点などを紹介
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国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策に対するこれまでの取組

国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン

平成１７年１２月：初版策定
荷主、外航船舶運航事業者、ターミナルオペレーター、取次事業者等、トラック事業者、
運転者がそれぞれ安全輸送に取り組むことが望ましい具体的な措置を記載。

平成２５年６月 ：改正
平成２２年～平成24年にかけて実施した実証実験による技術的検討やコンテナ情報の
伝達に関する調査等を行う中で、コンテナトレーラーの横転原理、情報伝達の実態を踏

まえた各種対策について、ガイドラインの内容を見直したうえで改正を実施。

国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル

平成２５年６月：初版策定
重量超過や偏荷重等の自動車運送する上で不適切な状態を改善するための具体的な
実践方法を記載。

平成３０年４月 ：一部改訂

令和３年４月 ：一部改訂
適切な積付の例示、運転時の配慮事項などを掲載

フレキシタンクを用いる際に確認するべき内容の明確化

ガイドラインの詳細事項を取りまとめ
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令和５年度以降の取組方針と具体的な取組 （案）

【今後の取組方針（案）】

国際海上コンテナが陸上輸送を行うためのマニュアル等は整備されてきているところ、
今後はその実効性を高めるための方策を検討していく。

○ 過去に発生した横転事故に関し、事故の直接的な原因のみならず、輸出国や荷物の詳細、
運行管理を含めた事故発生の背景などを調査し、必要に応じた対策（※）を検討する。
※ （例） 過去に積付けに起因する事故が発生した輸出国を精査したうえで、マニュアルの翻訳と展開

事故形態の分析（道路状況や右左折など）による対策の検討
運転特性に対する認識不足や疲労などによる運転など運行管理を含めた対策の検討 等

過去発生した事故の詳細な分析による対策の検討

○ 過去に発生した事故の詳細やその背景にある原因などをマニュアルに記載し、基本的な安全
対策とともに、過去の事故からの教訓も含めマニュアル等の周知を行う。

マニュアルの拡充と周知活動
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（参考） 過去発生した事故の事例 ①
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（参考） 過去発生した事故の事例 ②



・運転者に対する運転方法等の指導監督

・運転者に適性診断を受診させること

・運転者の選任、労務管理、健康管理、
施設管理 等

運行管理者の業務

運行計画の作成

運行状況に応じた運行指示

乗務記録等の保存

＜一回の運行に係る業務＞

＜日常的な業務＞

点呼、運行指示

運行状況に応じた運行指示

運行計画の作成

運転者の経験や労務状況、道路状況などから、適切な運行
経路と運転時間が記された計画の作成や運行指示書の作
成（貸切バス、一部のトラック）を行う

日常的な業務

運転者に対し、指導監督指針に基づく運転方法等の指導監
督や、労務管理、健康管理、施設管理等を行う

日常点検結果の確認、運転者の酒気・疾病・疲労状況の確
認、運行の安全確保のために必要な指示等を行う

事故・災害等の突発的な事案に対して、運転者、車両、交通
状況等に応じた適切な指示を運転者に行う

乗務記録等の保存

運転者が作成した乗務記録の保存や、事故が発生した場合
の記録の作成・保存を行う

乗務前点呼

乗務後点呼

運行管理者の業務
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飲酒運転運行管理

高齢運転

運転者教育
事故調査
結果

車両整備

管理者教育

労務管理

各種
マニュアル

管理者講習

輸送の安全を担うファクターと運行管理の関係
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